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パ
ト
ロ
ー
ル
を 

実
施
し
て
い
ま
す 

　
市
民
の
み
な
さ
ん
か
ら
寄
せ

ら
れ
る
持
ち
去
り
の
目
撃
情
報
は
、

パ
ト
ロ
ー
ル
の
際
重
要
に
な
り

ま
す
。 

　
持
ち
去
り
行
為
を
見
か
け
た

場
合
は
、
車
の
ナ
ン
バ
ー
な
ど

の
情
報
を
収
集
業
務
課
ま
で
お

知
ら
せ
く
だ
さ
い
。 

問
い
合
わ
せ
・
目
撃
情
報
連
絡

…
収
集
業
務
課
 

蘂
（
251
）
1
1
7
4
 

薨
（
254
）
0
7
1
9

目
撃
情
報
を 

お
寄
せ
く
だ
さ
い 

▲パトロールの様子 

川口市次世代育成支援行動計画の20年度実施状況を公表します 

これらの事業を含めた計画全体の実績は、市ホームページまたは市役所1階の市政情報コーナーで閲覧できます。　問い合わせ…子育て支援課 

平成17年3月に策定した川口市次世代育成支援行動計画の中で、
具体的な目標事業量を定めた18事業における平成20年度事業の
実施状況（実績）は次のとおりです。 

事業名 指　標 17年度実績 18年度実績 

平日保育 

子育て短期支援 
（トワイライトステイ） 

子育て短期支援 
（ショートステイ） 

ファミリー・サポート・センター 
地域子育て支援センター 
つどいの広場 
母親教室 

休日保育 

留守家庭児童保育事業 

病後児保育事業 

通常18時まで 
延長19時まで 
延長20時まで 

一時保育 

両親教室 

育児教室 
3・4カ月児健康診査 
1歳6カ月児健康診査 
1歳6カ月児歯科健康診査 
3歳児健康診査 
幼児相談 

施設数（カ所） 
定　員（ 人 ） 

上段：施設数（カ所） 
下段：定　員（ 人 ） 

 
施設数（カ所） 

 
施設数（カ所） 

月間開催数（回） 

 
 

受診率（％） 

 
年間開催数（回） 

コース数（コース） 
参加延べ人数（人） 

実施地区数 

16年度実績 

46 
4,476 

 

47 
2,202

16 
789

90.9 
90.3 
76.8 
78.8 
16

1 
10

2 
4

2 
2

4 
40
1 
3 
0 
1

0 
0

2 
40 
4

全地区 

49 
4,580

48 
2,278

16 
826

92.2 
88.7 
72.2 
76.0 
16

1 
10

2 
4

2 
2

6 
50
1 
4 
0 
1

0 
0

2 
42 
5

全地区 

52 
4,835

48 
2,439

16 
837

90.9 
84.9 
69.2 
77.4 
16

1 
10

2 
4

2 
2

7 
60
1 
5 
1 
1

0 
0

2 
43 
7

全地区 

19年度実績 

53 
4,975

48 
2,708

16 
958

93.6 
88.4 
74.7 
77.0 
16

1 
10

2 
4

2 
2

6 
60
1 
5 
1 
1

0 
0

2 
41 
10

全地区 

20年度計画 

52 
4,820

48 
2,500

17 
750

95 
90 
80 
80 
16

1 
8

2 
4

2 
6

10 
200
1 
6 
1 
1

3 
60

2 
42 
8

全地区 

20年度実績 

54 
5,050

47 
2,756

20 
1,064

91.4 
87.7 
71.8 
77.4 
16

1 
10

2 
4

2 
2

7 
70
1 
5 
1 
1

0 
0

2 
41 
11

全地区 

21年度計画 

53 
4,880

47 
2,500

17 
750

95 
90 
80 
80 
16

1 
8

2 
8

2 
6

10 
200
1 
6 
2 
1

3 
60

2 
42 
9

全地区 

資
源
物
の
持
ち
去
り
は

資
源
物
の
持
ち
去
り
は 

禁
止
で
す

禁
止
で
す 

資
源
物
の
持
ち
去
り
は 

禁
止
で
す ！ ！ 

蜷
多
く
の
集
積
所
に
掲
示
し
て

い
る
「
持
ち
去
り
厳
禁
」
呼

び
か
け
の
看
板 

　
平
日
午
前
5
時
か
ら
9
時

ま
で
、
持
ち
去
り
の
目
撃
情
報

が
寄
せ
ら
れ
た
集
積
所
と
、
そ

の
日
が
収
集
日
と
な
っ
て
い
る

地
域
を
、
市
か
ら
委
託
を
受
け

た
警
備
会
社
が
パ
ト
ロ
ー
ル
を

行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
特
に

持
ち
去
り
情
報
が
多
く
報
告
さ

れ
る
地
区
に
は
、
職
員
も
出
動

し
合
同
で
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
い
、

監
視
を
強
め
て
い
ま
す
。 

　
持
ち
去
り
が
確
認
さ
れ
れ
ば
、

厳
重
に
注
意
し
、
再
び
持
ち
去

り
を
し
な
い
よ
う
警
告
し
て
い

ま
す
。 

市
が
資
源
物
を
回
収
す
る
前
に
、第
三
者
が
持

ち
去
る
と
い
う
禁
止
行
為
が
目
撃
さ
れ
て
い
ま

す
。
市
で
は
、持
ち
去
り
を
未
然
に
防
止
す
る

よ
う
努
め
て
い
ま
す
。 


